
令和 8 年度事業計画 
  

自 令和 ８年 ４月 １日 

至  令和 ９年 ３月３１日 

Ⅰ 重点事項 
 

１．組織の強化と会員の増強 

２．建築士事務所の社会的存在意義の確立 

３．業務に必要な知識及び技能の維持向上 

４．適正な業務の運営及び建築主の利益の保護 

５．行政官庁及び関連団体との協調 

６．賛助会員との連携強化 

７．福利厚生の増進と会員相互の親睦交流の推進 

８．建築主その他の関係者からの苦情解決業務の適切な実施 

９．建築物の耐震診断及び耐震改修の推進 

10．建築士事務所登録等の事務の適切な実施 
 
【会員増強の年間数値目標】 

３年後に正会員１５０、賛助会員１５０に ※加入率全国平均に 

新規入会正会員数：各地区１人以上 

新規入会賛助会員数：２人以上を各地区から推薦 

 

Ⅱ 事業計画 
 
１． 各常任委員会の取組 
 

委員会名 分 掌 事 項 

総務・財務 

委員会 

 

 

 

 

 

 

総会・行事の企画・運営に関すること 

協会の組織・諸規程に関すること 

財務に関すること 

日事連・中四国ブロック単位会・官公庁との調整に関すること 

建築士事務所登録に係る事務に関すること 

会員相互の交流の促進に関すること    等 
 
【重点課題】 

  財務改善に関すること 

  賛助委員会と協力した親睦行事の企画・運営に関すること 

業務・技術 

委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築士事務所の業務、経営に関すること 

協会の組織の強化、会員増強に関すること 

建築技術に係る調査・研究等に関すること 

官公庁、関係団体との技術交流等に関すること 

耐震診断等に関すること 

建築賠償責任保険の加入促進に関すること    等 
 
【重点課題】 

ＢＩＭに関すること 

青年部会への支援に関すること 



広報・編集 

委員会 

 

 

建築士事務所の業務等についての周知及び広報に関すること 

協会及び日事連についての周知及び広報に関すること 

会員名簿の発行及び図書・印刷物の刊行・頒布に関すること 

建築士事務所キャンペーンに関すること    等 
 
【重点課題】 

建築士事務所キャンペーン等の広報活動に関すること 

会員及び協会の情報の発信に関すること 

指導・講習 

委員会 

建築士事務所の開設者及び管理建築士に対する指導等に関すること 

建築主その他の関係者からの苦情解決に関すること 

各種講習会・研修会等の開催に関すること    等 
 
【重点課題】 

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会に関すること 

その他の講習会の開催に関すること 

賛助委員会 正会員との親睦、交流に関すること 

正会員に対する製品等説明会の開催等を通じた情報発信に関すること 

賛助会員の増強に関すること 

賛助会員からの意見、要望等の提案に関すること   等 
 
【重点課題】 

賛助会員の増強及び組織の強化に関すること 

総務・財務委員会と協力した親睦行事の企画・運営に関すること 

２ 主な行事・活動等の予定 
 
 （１）総会・理事会の開催 

   〇 総会  6月 3日 

   〇 理事会  5月 12日、7月、9月、12月、3月 
 
 （２）日事連関係の会議等への出席 

   ○ 総会   6月 18日 

   ○ 全国会長会議  6月 18日、12月 

   ○ 中･四国ブロック会議等  7月、10月 29、30日、3月 

   ○ 建築士事務所全国大会（京都大会） 10月 2日 
 
（３）建築士事務所・協会等の広報活動 

   〇 社会貢献活動（清掃活動）の実施 11月７日 

〇 出前講座の実施（9～10月） 

〇 ＨＰを用いた情報発信（通年） 
 
 （４）講習会・研修会等の開催 

   〇 既存住宅状況調査技術者講習、適合証明技術者講習  

   〇 開設者・管理建築士のための管理研修会  11月 

〇 ドローンを用いた外壁点検講習会 
   
（５）親睦・交流行事の開催 

   〇 懇親会・親睦会  6月 3日、10月 21日 

   〇 ゴルフ大会     11月 19日 

〇 企業・商品説明会 6月 3日、10月 21日 

〇 青年部交流会 
 

 （６）県・市町との連絡・調整等 

   ○ 建築関係連絡協議会（県）  4月 14日 

   ○ 業務委託に係る入札制度等に関する要望活動（県・市町） 7月～ 




